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に 

 函館市会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。  

  令和５年３月８日 

 

                   函館市長 工 藤 壽 樹   

 

函館市規則第６号 

   函館市会計規則の一部を改正する規則 

 函館市会計規則（昭和３９年函館市規則第９号）の一部を次のように

改正する。 

 別表４中 

「  

 

                              」 

「  

 

                              」 

改める。 

   附 則 

 この規則は，令和５年３月２０日から施行する。 

環境部 環境総務課 環境総務課長 所管に係る収入事務

および繰替払事務 

 埋立処分場 埋立処分場長 所管に係る収入事務 

 

環境部 環境総務課 環境総務課長 所管に係る収入事務

および繰替払事務 

 日乃出クリ
ーンセンタ

ー 

日乃出クリー
ンセンター所

長 

所管に係る収入事務 

 埋立処分場 埋立処分場長  

 


